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376,215総務費
2,026新規　防災推進・啓発強化事業
10,674継続　町内会運営補助事業

1,222,919民生費
146,238新規　自立支援給付事業
14,069継続　放課後児童対策事業
485,687衛生費
97,867新規　ごみ減量化推進事業
2,400新規　みどりヶ丘葬苑改修工事
389,179農林水産業費
69,183継続　道営土地改良事業
20,672新規　東裏体験農村公園造成事業

1,684,851土木費
258,052継続　遊遊公園造成工事
194,400継続　雪対策事業
455,395教育費

39新規　図書館設置検討事業
5,760新規　当別中学校暖房設備改修工事

���������
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7,3321. 美しいまちづくりの推進
5,700景観形成基本計画の策定
46,8002. バス交通体系の確立
46,800コミュニティバス実証運行事業
2,0563. 情報通信基盤の整備
2,056ＨＡＲＰ電子申請事業
16,6434. 子育て支援の推進
14,908保育所の再編
29,8795. 少子高齢化に対応した健康づくりの推進
26,539健康づくりの推進
5,7006. 農業生産組織及び農産物加工・開発への支援
5,700農業生産組織への支援
93,1327. 文化創造と情報発信拠点の創出
93,132駅前れんが倉庫の施設整備事業
25,4378. 北海道医療大学との連携と商店街の活性化
21,778商工会補助金
679,3049. 都市計画事業の推進
334,488当別幸町土地区画整理事業
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（単位：千円）

（単位：千円） （単位：千円）

������������������������	
�������������������	
������������

����������	
����
��������������	
����
������������������

������������������	
�����������������������	
���������������

����������������

������

議会費　
105,490（1.2％）

総務費
376,215（4.2％）

民生費
1,222,919
（13.5％）

衛生費
485,687
（5.4％）

農林水産業費
　389,179
  （4.3％）

商工労働費
　50,602
  （0.5％）

土木費
1,684,851
（18.7％）

消防費
451,322（5％）

教育費
455,395（5.1％）

公債費
2,052,620
（22.8％）

職員費
1,731,303
（19.2％）

その他
10,179
（0.1％）

������
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  町　税　
1,815,198
（20.1％）

地方交付税
3,496,220
（38.8％）

国庫支出金
  679,253
  （7.5％）

道支出金
356,855
  （4％）

繰入金
271,641
  （3％）

  町　債
1,007,800
（11.2％）

  その他
1,214,870
（13.5％）

使用料及び手数料
173,925（1.9％）

（単位：千円）
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２
月　

日
の
第
７
回
会
議
で
は
、
町
が
提

２０

言
書
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
、
協
働
の
指
針

骨
子
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

骨
子
原
案
に
対
す
る
委
員
会
で
の
主
な
意
見

�
地
域
に
住
ん
で
い
る
人
の
意
見
を
吸
い
上 

げ
る
の
は
町
内
会
し
か
な
い
と
思
う
の

で
、
町
内
会
の
役
割
が
も
っ
と
重
要
に

な
っ
て
く
る
と
い
う
表
現
が
欲
し
い
。

�
例
え
ば
、
町
内
会
な
ど
地
域
の
人
が
、
子

供
た
ち
や
高
齢
者
の
安
全
を
守
る
た
め
、

皆
で
防
災
、
防
犯
に
つ
い
て
取
り
組
む
事

例
を
記
載
し
た
方
が
、
身
近
な
協
働
の
ヒ

ン
ト
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

�
骨
子
（
案
）
に
は
町
内
で
の
活
動
事
例
数

　

が
少
な
い
。
大
き
い
組
織
の
活
動
事
例
が 

　

多
い
の
で
、
小
さ
な
組
織
で
活
動
を
し
て

　

い
る
人
に
と
っ
て
関
係
な
い
と
思
わ
れ
る

　

の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

　

町
民
が
参
加
で
き
る
か
と
い
う
事
例
が
あ

　

る
と
分
か
り
や
す
い
の
で
、
で
き
る
だ
け

　

多
く
の
事
例
を
載
せ
た
方
が
い
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
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広
報
２
月
号
で
お
知
ら
せ
し
た
、
当
別
町

協
働
の
指
針
策
定
検
討
委
員
会
は
、「
協
働
の

指
針
」
策
定
に
向
け
て
の
提
言
書
を
２
月　
１４

日
に
泉�
町
長
に
提
出
し
ま
し
た
。　

　

町
は
、
こ
の
提
言
書
を
基
に
、「
協
働
の
指

針
」
の
原
案
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

平
成　

年
度
に
実
施
さ
れ

１７

た
北
海
道
公
共
事
業
再
評
価

の
知
事
意
見
を
受
け
て
「
当

別
ダ
ム
建
設
事
業
関
連
事
業

者
連
携
会
議
」
が
設
置
さ
れ
、

２
月　

日
に
第
１
回
会
議
が

１５

開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
事
業
主
体
の

北
海
道
が
、
石
狩
西
部
広
域

水
道
企
業
団
や
国
と
個
別
に

協
議
を
行
っ
て
き
ま
し
た

が
、
こ
の
「
連
携
会
議
」
が

設
置
さ
れ
た
こ
と
で
、
町
を

含
む
関
係
団
体
が
連
携
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

今
後
、
事
業
環
境
の
変
化

に
適
切
に
対
応
を
し
な
が

ら
、
当
別
ダ
ム
関
連
事
業
の

実
施
に
関
す
る
事
項
の
情
報

交
換
や
相
互
調
整
を
行
い
、

事
業
の
円
滑
な
推
進
を
図
っ

て
い
き
ま
す
。

　

第
１
回
目
の
会
議
で
は
、

①
関
連
事
業
全
体
事
業
計
画

概
要
、
②
平
成　

年
度
関
連

１８

事
業
実
施
計
画
概
要
、
③
関

連
事
業
に
関
連
し
た
地
元
地

域
の
動
静
に
つ
い
て
、
協
議

検
討
が
さ
れ
ま
し
た
。　

　

会
議
の
結
果
な
ど
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ

し
て
い
ま
す
。

　　　　☆会議結果　http://www.pref.hokkaido.jp/kensetu/kn-sapdg/sap-dogen/toubetudamu/renkei/
　　　　☆当別ダム建設事業に係る評価　http://www.pref.hokkaido.jp/skikaku/sk-ssnji/assess/hyokaindex.htm
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第
２
回
会
議
を
２
月　

日
に
開
催
し
、
町

２４

は
、
平
成　

年
度
末
ま
で
に
見
込
ま
れ
る
再

１７

構
築
プ
ラ
ン
の
推
進
状
況
の
報
告
や
、
平
成

　

年
度
か
ら
の
政
策
評
価
制
度
に
向
け
た
基

１８本
的
な
考
え
方
を
説
明
し
ま
し
た
。
委
員
か

ら
は
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
の
意
見
や
質
問
が

出
さ
れ
、
議
論
を
深
め
ま
し
た
。

　　

委
員
会
で
の
主
な
意
見　
　
　
　
　
　

�
行
財
政
を
再
構
築
す
る
た
め
に
は
、
支
出

　

を
減
ら
す
こ
と
と
収
入
を
増
や
す
こ
と
の

　

両
方
が
必
要
だ
と
思
う
。

�
町
内
で
消
費
を
し
て
も
ら
い
、
税
収
を
上

　

げ
る
と
い
う
観
点
も
必
要
。

�
町
の
経
済
発
展
の
た
め
に
は
、
町
民
が
当

　

別
を
愛
す
る
気
持
ち
が
必
要
。　

　

例
え
ば
、
当
別
で
買
い
物
を
す
る
な
ど
の

　

意
識
が
大
事
。
意
識
改
革
を
町
民
が
や
っ

　

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
役
場
職
員
も
町
内
行
事
に
積
極
的
に
参
加

し
、
町
民
と
一
体
に
な
り
、
協
働
で
意
識

改
革
を
し
な
が
ら
こ
の
町
を
良
く
し
て
い

く
と
い
う
気
持
ち
が
大
事
。

�
次
回
委
員
会
は
６
月
を
予
定
。

�
委
員
会
で
の
資
料
や
次
回
委
員
会
の
開

催
日
程
（
決
ま
り
次
第
）
は
、
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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町
で
は
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
参
考
に
修

正
し
た
骨
子
原
案
に
対
す
る
、
町
民
か
ら

の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
関
係
団
体
と

の
意
見
交
換
を
実
施
し
ま
す
。

　

次
回
の
委
員
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
意
見

交
換
結
果
を
ま
と
め
た
、「
協
働
の
指
針
」

（
骨
子
）最
終
案
に
つ
い
て
町
か
ら
説
明
を

し
、
委
員
か
ら
意
見
を
い
た
だ
き
ま
す
。
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再構築
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　町は町民の皆さんと一緒に「協働によるまちづくり」につい
て考えるための材料として「協働の指針（骨子）原案」をまと
め、概要版を町広報４月号と共に各ご家庭に配布しました。
　この（骨子）原案に対する意見を4月30日（日）まで募集しま
す。是非、多くの方の意見をお聞かせください。
　詳しくは、概要版とともに配布したチラシをご覧ください。
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▼���　農林課（�23―3096）

　

多
目
的
ホ
ー
ル
や
調
理
実

習
室
が
あ
る
農
村
環
境
改
善

セ
ン
タ
ー
（
白
樺
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
）
は
、
ス

ポ
ー
ツ
・
趣
味
・
会
合
な
ど

町
民
に
幅
広
く
活
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
回
使
用
実
態
に

合
わ
せ
て
、
新
た
に
各
室
ご

と
に
使
用
料
を
設
定
し
負
担

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

な
お
、
団
体
の
使
用
内
容

に
よ
っ
て
は
、
使
用
料
の
減

額
、
減
免
さ
れ
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、　

月
か
ら
4
月
ま

11

で
は
、
使
用
料
の　

分
の　

100

20

に
相
当
す
る
暖
房
料
が
か
か

り
ま
す
。

　

セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
目
的

以
外
に
使
用
す
る
場
合
は
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
使
用
料

が
か
か
り
ま
す
。
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�施設を利用するときに支払う 料
金などで施設の維持管理費などの
一部に使います。
�総合体育館・コミュニティーセ　
ンター・公営住宅・上下水道など。
��������

�各証明書を交付してもらうとき
に支払う料金のことです。
�住民票や印鑑登録証明書の交付・
し尿収集運搬費用など。
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こ
れ
ま
で
も
広
報
誌
で
お
伝
え
し
て
き

ま
し
た
が
、「
当
別
町
下
水
道
事
業
運
営
委

員
会
」
は
、
下
水
道
使
用
料
の
値
上
げ
の
必

要
性
が
あ
る
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
答
申
書

を
町
に
渡
し
ま
し
た
。

　

今
回
、
答
申
内
容
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

新
し
い
下
水
道
使
用
料
金
が
決
ま
り
ま
し

た
。　

月
か
ら
は
、
上
記
の
新
料
金
に
消

１０

費
税
を
加
え
た
額
と
な
り
ま
す
。

　

下
水
道
事
業
の
施
設
整
備
や
、
経
営
状

況
な
ど
は
今
後
も
広
報
を
通
じ
て
ご
案
内

し
ま
す
。
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総
合
体
育
館
と
西
当
別
コ

ミ
ュ
ニ
ニ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
ア

リ
ー
ナ
を
個
人
で
使
う
場
合
の

使
用
料
を
改
定
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
減
免
措
置
は
次
の
と

お
り
変
わ
り
ま
す
。

�
　

歳
以
上
の
方
の
個
人
利
用

65

　

は
無
料
に
な
り
ま
す
。

�
団
体
利
用
の
使
用
料
の
減
免

　

で
は
、
少
年
育
成
関
係
団
体

　

が　

割
と
な
り
ま
す
。
体
育

10

　

協
会
・
文
化
協
会
加
盟
団
体
が

　

5
割
減
免
、
こ
れ
ら
以
外
の

　

団
体
が
使
用
す
る
場
合
は
減

　

免
さ
れ
ま
せ
ん
。

�
西
当
別
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

　

ン
タ
ー
で
葬
儀
を
行
う
場
合

　

は
使
用
料
が
5
割
増
し
に
な

　

り
ま
す
。　
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下
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
地
域
な
ど

の
、
し
尿
や
浄
化
槽
汚
泥
は
、
汲
取
り
を
申
し

込
ま
れ
た
方
に
、
収
集
運
搬
手
数
料
を
負
担
い

た
だ
き
、
町
が
処
理
費
用
を
負
担
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
手
数
料
は
、
昭
和　

年
か
ら
据
え
置
か

５７

れ
、
既
に　

年
以
上
経
過
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

２０

収
集
と
運
搬
コ
ス
ト
に
見
合
っ
た
適
正
な
手
数

料
に
す
る
た
め
の
改
定
を
行
い
ま
す
。
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▼���　総合体育館（�22―3833）

▼���　環境対策課
　　　　（�23－2503）

▼���　下水道課
（�23－3542）

　

当
別
伊
達
記
念
館
・
伊
達
邸
別
館
と
開
拓
郷

土
館
は
、
ま
ち
の
歴
史
を
物
語
る
貴
重
財
産

が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
町
内
外
多
く
の
方

に
観
覧
し
て
い
た
だ
き
た
い
施
設
で
す
の
で
、

ど
な
た
で
も
無
料
で
観
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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▼�
�
�
　

社
会
教
育
課
（�
2
2
―
3
8
3
4
）
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　保険料は、６５歳になった月（１日が誕生日の場合は前の月）分から納めます。
　ご本人が受けている年金額によって納め方は２種類に分かれます。

���������	


���������	
�������

　年６回の年金受給時に、介護保険料があらか
じめ差し引かれています。
　４・６・８月は２月分と同額の保険料額を納
めます（仮徴収）
　１０・１２・２月は、前年の所得を基に年額保険
料を算出し、仮徴収分を調整した保険料額を納
めます（本徴収）

���������	
�������

　個別に送付される納付書で保険料を納めま
す。（納期は７月～３月までの９期）
���������	
�����

　①年度途中で65歳になったとき
　②他の市町村から転入したとき
　③保険料額や年金額が変更になったときなど
���������	

　保険料の納付書、預金通
帳、通帳届出印を持参し、町
内の金融機関で手続きがで
きます。

　������
　
�
�
�
�
�
〜　
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

６５

▼���　福祉課介護サービス係（�23―3029）
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原則として前年度2月分の
保険料を納めます。
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　介護保険を運営するために
必要なお金は、保険対象者が
払う保険料で半分を賄い、国、
都道府県、市区町村の負担金
で残り半分を賄っています。
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